
論 文 の 内 容 の 要 旨

ブ ル
ー デ ン ス 規制と不良債権問題

- 1 9 1 5 - 4 5 年 ､ 日本 の銀行規制 の 分析
-

ほとり

追 英 l 治

周知 の よう に , 日露戦後恐慌以降の 日本経済で は , 第
一

次世界大戦勃発 と い う ｢ 天 の 恵

み｣ に よ る大 ブ ー ム を経験 したこ とを除けば, 1 9 1 3
-

1 4 年不 況, 1 9 2 0 年反動恐慌, 1 9 2 3 年

琴災恐慌 , 1 93 0
-

3 1 年昭和恐慌と, 恐慌が断続的に勃発 した
o

､
その 中で , 救済融資をは じめ,

経済面 - の さまざまな国家介入 が展開され始 めたとされる｡

こ の 点 , 本論文が分析対象 とす る金融面 にお い て も例外 で は ない
0 日本 の 銀行業は ,

1 9 00
-

0 1 年金融恐慌 , 1 90 7 年金融恐慌, 1 9 2 0 年金商虫恐慌 ,
1 92 2 年石井定七金融 不祥事 ,

1 9 2 3 年震災金融恐慌 , 1 9 2 7 年昭和金融恐慌, 1 9 3 0
-

3 1 年昭和恐慌, 1 9 3 2 年 中京 地方金融

恐慌な ど, 何度も金高虫パ ニ ッ ク を経験 した o そして , 19 ･3 0 年代 におい て
, 深刻な不良債権

問題が残され た
o

こ の ような金融危機, 不 良債権問題 の 背景と して , いわ ゆる ｢機関銀行｣

関係や小銀行 の荘 立などに象徴されるような金融不安定性と い う特徴を有す る近代 日本金

融シ ス テ ム が関わ っ て い たと考えられ る ｡ さらに, 金融不安定性と い う構造 的な問題 を抱

えて いたた め, 金融危機, 不良債権問題 の 克服 は , 銀行業者側 の 努力 の み で は 困難で あ っ

たと推察 して よ い だろうo 実際, 本論文 で 明らか となるが ,_ 第
一

次大戦の 勃発以 臥 金融

危機克服 , 不 良債権問題克服の過程にお い て
, 規制当局 (大蔵省 ･ 日本銀行) は , さま ざ

まな形で銀行業 - の国家介入 を開始 ･ 強化 して いく ｡
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本論文は, 規制当局 の 重要 な介入 政策の 1 つ で ある銀行規制を分析する ことで , 金融危

機 , 不良債権問題とかか わ っ て 当局が果 た した機能 ･ 役割を明らか にする こ とを課題 と し

て い る｡ とりわけ, 従来 の 研究で 十分に顧みられ る こ との なか っ た不良債権問題 - の 対応

策
,

ブル ー デ ン ス 規制 (経営健全化 ･ 信用秩序維持) の機能 の解明に重点をお い て い る o

そ し て , 近代 日本金融 シ ス テ ム の特徴の 変化や そ の要 因を考察する上で
,

一 定の 手が かり

を与 える こ とが , 本論文 の 狙 い で ある ｡

とこ ろ で , 銀行規制に関する先行研究 は, 銀 行合同 の 進展 と い う結果か ら規制 の 内容 を

推論す ると い う向きが強く , 大蔵省検査をは じめ とす る銀行検査体制や銀行規制 の 全体像

( 規制体系) に つ い て , ほと ん ど検討して い ない
o

こ の ような研究状況 に鑑み , 本論文 で

は
,

昭和財 政史資料,

~
日本銀行 ア ー カイ ブ所蔵史料 , みずほ銀行金融資料課所蔵史料 , 山

形銀行所蔵史料, 埼 玉 県など の各公文 書館所蔵史料 と い っ た 一 次史料 に基づき つ つ
, で き

う る限り実証的に検討 を進 め る こ と に努 め て い るo

本論文 は, 第 1 章にお い て , 銀行規制形成 ･ 強化 の 背景状挽, 第 2 章 - 第 4 章にお い て
,

戦間期 ( 1 9 1 5 - 3 4 年) の銀行規制 ,
大蔵省検査 , 不 良債権処理政 嵐 第5 章 - 第6 章にお

い て
, 戦時期 ( 1 93 5 -

4 5 年) の銀行規制 , 大蔵省検査 ･ 不良債権処理政策, 第 7 葦 にお い

て
, 戦後復興期 (1 9 4 6 - 5 4 年) の 大蔵省検査 ･

1

日本銀行考査,

_
と いう構成をと っ て い る o

第 1 章で は , 銀行規制形成 ･

一強化 の 背景状況を検討するo まず, 銀行規制形成の遠 因と

し て , 日清戦後金融恐慌, 日露戦後金融恐慌 を指摘 し
,
銀行規制形成の 直接的契機 と して

,

1 9 1 4 年 金融恐慌 と第
一

次大戦の 勃発及び 日本の それ - の 参戦を指摘す る o 次に
, 規制強化

の遠因と して
, 大戦ブ ー ム と 1 9 2 0 年 の 反動恐慌 を指摘す る｡ さらに , 経営健全化 ･ 不 良債

権対策 と関わ っ て は 1 9 2 2 年 の金融恐慌 , 整理毎に よ る経常体質の 強化と 関わ っ て は 1 9 2 5

年以降の 農家経済の 悪化 ( 小銀行 の 経営基盤 の縮小) , が規制強化 の 背景状況 と して重要 で

･ ある こ とを指摘する｡

第 2 章で は , 戦間期における 1 2 の銀行規制(参入規制 , 整理 ･ 解散促進風 合併促進策,

店舗規臥 配当規 軌 兼営 ･

兼任規制 , 金利規制 , 大蔵省検査
,

日本銀行考査 , 監査役監

餐, 開示規制 , L L R) そ の もの を主と して 政策の 側か ら検討 した 上 で
,

それら の相互 関係

を分析する
o 検討 の結果, 19 2 0 年代末頃には , 大蔵省検査を中核とする銀行検査体制中心

の銀行規制体系が形成されて い たこ とが 明らかとな っ た ｡
こ の 規制体系に は, 経営健全化

･

不良債権対策, 規模拡大 ･ 整理に よ る経営体質の 強化 ,
とい うおお よそ 2 つ の目指す べ き

方向が存在 したD こ こ に
,

近伐日本金融 シ ス テ ム の 重要な特徴で ある金融不 安定性 の 軽減
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を図る枠組みが完成されたと いう意味で , 銀行規制体系の 確立とみて さ しあたりよ い だろ

う o な
■
ぉ , 銀行検査体制は

, 営業免許取消権筆及び懲役 ･ 禁銅 ･ 罰金と い っ た銀行経営者

- の罰則規定等 に より実効性 が担保され, 合併促進策な どの他 の 規制は
, 検査体制 に より

実効性が 担保され るという仕組み に な っ て い たo

第 3 章で は , 第 2 章にお い て , 銀行規制体系の 中核 に位置する重要な規制 で あるこ とが

明らか と な っ た大蔵省検査 を取り上 げる o 大蔵省検査の 理念 は , 成立期以来, 銀行 の 経営

健全化 で
一

貫 してお り
,

基本的に個々 の 銀行 の 経営健全化, 不 良債権処理が優先され
,

産

業発展 の促進は , 銀行 の 経営健全性を前提 と し て , 副次的に実施され る程度に過 ぎなか っ

た o そ して, 1 9 20 年代末頃 にお ける大蔵省検査は, 個々 の銀行 の 貸出等 の資産査定と不良

債権の 整理促進 を中心 的機能と し つ つ
, 他 め銀行規制 (金利規制 , 店舗規制 , 整理 ･ 解散

促進策, 合併促進 策な ど) の 実効性 を担保すると い う多様 な機能 を有 して い たこ とが
,

複

数 の事例か ら実証的に 明らか とな っ た ｡ 先行研究で想定されてきた ような銀行合同政策 の

補完と い う限定された機能だけでは なか っ たの で ある o

資産査定 と不良債権の 整理促進 と いう検査 の 中心 的機能は
, 検査と ｢ 答申書｣ の 提 出と

い う実地検査時 の チ ェ ッ クだけ で なく ,
｢ 整理状況報告書｣ ( 各月) の 提出 の 義務付けと時

折出され る示 達書 (｢ 銀検第0 0 号｣ ) と い っ たア フ タ ー フ ォ ロ ー の 実施に よ っ て , 実効性

が担保され る仕組 み にな っ て い た ｡ なお , 大蔵省検査体制 の成立当初 から, 検査官は , 一基

本的にキ ャ リ ア 官僚で構成され て お り, そ うそうたるメ ン バ ー

が顔を連ね て い た こ とか ら,

大蔵省銀行局内にお ける検査課 の 地位は , それほ ど低く なか っ たと推論でき るo

第 4 章 で は, 第 3 章にお い て 明らか とな っ た大蔵省検査の 中心的機能で ある不良債権処

理 に焦点をあわせ る｡ 埼玉県の 西武銀行における不良債権処理 の 具体的プ ロ セ ス に つ いて,

｢ 整理状況報告書｣ ( 各月) など の
一

次史料に より分析 した結丸 大蔵省検査に よる不良債

権処憩 の指 導は, 清美の由係か ら銀行経営者の 自主的な回収努力が最も期待 し難い重役関

係貸しに対 し て , 特別な注意を払 っ て い た点が特徴的で ある こ とが, 明らかとな っ た｡ こ

れ は,
い
'
ゎ ゆる ｢ 中小機関銀行｣ の 経営問題 に対応す るもの で あり, 西武銀行 の経営の主

柱である貸付金利息の 急減と いう困難の 中で , 同行 の 不 良債権問題を少 なく とも質的な観

点か ら改善する方向 - と誘導する側面が あ っ たと考えられる
｡

第5 章 では
,
軌時体制下に お けるわが 国の銀行規制に つ い て , 第 2 葦 で取り上 げた 1 2 の

銀行規制 が推移 して いく過程を検討する o 検討の 結果 , 合併促進策 などいく つ か の規制は
,

軍事的生産力拡充資金 の 確保 , 国債消化 の 円滑化 と い ら た金融統制目的に沿う- もの - と変
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化 して いく - 方で
, 戦争経済の 円滑な運営の前提条件と して

,
信用秩序維持 の確保もま た

重要な課題で あり, 大蔵省検査をは じめ とする プ ル - デ ン ス 規制が 放棄され たわけで は な

か っ たこ とが明らか とな っ た｡

第 6 章で は , 第 5 章にお い て
,

プ ル
- デ ン ス 目的の 観点か ら重要 な規制 で ある こ とが示

唆された大蔵省検査を取り上げる｡ 戦時期 の 大蔵省検査 の機能 は, 貯蓄増強や 国債消化と

い っ た金融統制色 を徐 々 に増し つ つ も, 戦時経済の 円滑な運営に蛮す る信用秩序椎持 の確

保 の ため
, 不良債権処理 の進展 と照応 し つ つ

, 不良債権問題 の改善から経営健全性 の確保 ,

健全性 の維持 ( 不良債権の 発生防止) 人 と重点が推移 して い っ たo そ の 中で , 銀行自身 に

リ ス ク管理状況な どを報告 させ る と いう意味で
,

イ ン セ ン テ ィ ブ ･ コ ン パ テ ィ ブル な要素

を含む ｢ 語調書｣ の提出が, 大蔵省検査 の
一

環とし て制度的に定着 したo

さらに , 戦時期に お ける不良債権処理 と大蔵省検査 の 関係 に つ い て
, 山形県 の 両羽銀行

を中心的題材に して 具体的に検討 した結果, 経営者の 自主的な整理が
一

般に 困難な重役 関

係貸 しに対 して は特別 な注意が払われて い たこ と
.

, 株式操作資金, 鉱業関係 と い っ た県 の

産業とおお よそ 関係 の な い 不健全な大 口貸しが 問題視されて い た こ と, 戦間期 と同様 の 検

査 の ア フタ
ー

フ ォ ロ
ー が実施され て い た こ と , が明らか とな っ たo 戦時期にお ける大蔵省

検査が , 銀行経営者に よ る自主的な整 理努力を促進す る ことを通 じて , 不良債権問題 を改

善する方向 - と誘導 して い た こ とが , 複数 の 事例か ら示唆された の で ある｡

第 7 章で は , 戦後復興期 にお け る大蔵省検査 ･ 日本銀 行考査 の 改革過程を検討す る｡ 本

論文 とか か わ っ て 最も注目 した い の は
, 検査部 門 の地位低下, 検査と行政 の分離に伴う検

査部門の行政部門 - の隷属化 で ある｡ 銀行規制体系の 中核に位置付
.
けられて きた大蔵省 検

査 の担 い手 で ある検査部 の 地位が大蔵省銀行局内で 大きく低下 したこ とは , 戦後復興期 に

お い て , 中核的規制が大蔵省検査か ら他 の 規制 - と変化 した こ とを意味 してお り
,

｢ 戦前瓢｣

ブ ル
ー デ ン ス 規制 の終鳶を示唆して い る と考えられるo

終章 で は ,
1 9 1 5 - 4 5 年 にお ける 日本の ブル ー デ ン ス 規制 の効果 に つ いて, 練括的に検討

する ｡ ブル
ー デン ス 規制が , 銀行経営の健全化 と不良債権問題 の 質的改善の 方向 - と誘導

した こと, 不良債権問題 を量自勺にも改善する方向 - と誘導 した可能性が 高い こ と, 小銀行

の 減少 を通 じ て 金融 シ ス テ ム の 不安定要因を減少させ る役割を果た したこ とを指摘する o

最後に ,
プル

- デン ス 規制と金融シ ス テ ム の 特徴の推転に 関す る研究展望を示すo
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